
保険医療機関：医療法人社団初仁会 桧田病院 
当院は、中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機関です。 
 

1.入院基本料に関する事項 

 療養病棟入院料基本料 2 
2 階病棟では、1 日平均して入院患者 20 人に 1 以上の看護職員（看護師及び准看護師）及び看護補
助者が勤務しています。 

   ・8 時 30 分～17 時 30 分 看護要員 1 人当たりの受け持ち数は 7 人以内です。 
     ・17 時 30 分～8 時 30 分 看護要員１人当たりの受け持ち数は 54 人以内です。 

 
3 階病棟では、1 日平均して入院患者 20 人に 1 以上の看護職員（看護師及び准看護師）及び看護補
助者が勤務しています。 

 ・8 時 30 分～17 時 30 分 看護要員 1 人当たりの受け持ち数は 8 人以内です。 
     ・17 時 30 分～8 時 30 分 看護要員 1 人当たりの受け持ち数は 60 人以内です。 
 

2.中国四国厚生局長への届出事項に関する事項 

当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、中国四国厚生局に届出を行って診療行っています。 
療養病棟入院基本料２ 
療養病棟療養環境加算２ 
医療 DX 推進体制整備加算 
診療録管理体制加算２ 
感染対策向上加算３ 
連携強化加算 
サーベイランス強化加算 
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 
運動器リハビリテーション料（Ⅱ） 
薬剤管理指導料 
データ提出加算 
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
入院ベースアップ評価料 
 
 
 
 
 



3.入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）に関する事項 

 当院は、入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士に
よって管理された食事を適時（夕食について１８時以降）、適温で提供しています。 
 

4.明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４月１日よ
り、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しまし
た。 
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成３０年４月１日より、明細
書を無料で発行することと致しました。 
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御
理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を
希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 
 

5.医療 DX 推進体制整備加算に関する事項 

・医師等が診療を実施する診療室等において、オンライン資格等システムにより取得した診療情報等を
活用して診療を実施している。 

・マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。 

   



6.保険外負担に関する事項 

（税別） 

紙おむつ（M） 240 円 

紙おむつ（Ｌ） 260 円 

紙パンツ（М） 240 円 

紙パンツ（Ｌ） 260 円 

パッド 80 円 

退院処置料寝巻代 3,300 円 

退院処置料遺体処置 9,000 円 

洗濯代 

バスタオル 150 円 

タオル 50 円 

パジャマ上下各１枚 200 円 

トレーナー上下各１枚 200 円 

ズボン、スカート 200 円 

肌着、下着 100 円 

靴下、ハンカチ 50 円 

食事用エプロン 50 円 

 

テレビ貸出料 1 日 170 円 

 
理髪はご希望があれば訪問美容室によりサービスがご利用いただけます、利用料は要した費用の実費を
ご負担いただきます。 
 
ーー医療保険給付以外のサービスについてーー 
  「施設管理費」「雑費」等の曖昧な名目での費用微収、並びに「介護料」「衛生材料費」等の治療行為及 

びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用微収は認められておりません。 
 

 

 

 



7.その他の事項 

診断書等の文書料金 
文書の種類 料金（税別） 

死亡診断書（死亡届 A3） 5,000 円 

死体検案 30,000 円 

保険会社用診断書 5,000 円 

保険会社宛の回答文書 5,000 円 

身体障害者申請診断書 5,000 円 

障害年金診断書 5,000 円 

（基礎年金用）受診状況証明書 5,000 円 

一般診断書 2,000 円 

家庭裁判所提出用診断書 5,000 円 

家庭裁判所提出用鑑定書 50,000 円 

生計同一証明書 3,000 円 

診察券の再発行 200 円 

  


